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衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
沖
縄
県
八
重
山
採
択
地
区
に
お
け
る
教
科
書
採
択
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
八
重
山
採
択
地
区
協
議
会
の
規
約
の
改
正
に
係
る
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
沖
縄
県
教

育
委
員
会
か
ら
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
同
協
議
会
に
お
け
る
会
議
に
お
い
て
、
同
協
議
会
の
構

成
員
等
に
つ
い
て
規
約
の
改
正
を
行
い
、
さ
ら
に
、
同
年
八
月
十
日
に
開
催
さ
れ
た
同
協
議
会
に
お
け
る
会
議
に
お
い
て
、

同
協
議
会
の
構
成
員
の
規
約
の
再
改
正
に
つ
い
て
の
提
案
が
否
決
さ
れ
た
と
聞
い
て
お
り
、当
該
規
約
の
改
正
に
つ
い
て
は
、

同
協
議
会
の
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
調
査
員
の
任
命
に
係
る
役
員
会
に
よ
る
選
任
手
続
に
係
る
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
沖

縄
県
教
育
委
員
会
か
ら
は
、
八
重
山
採
択
地
区
協
議
会
の
会
長
が
同
協
議
会
の
役
員
会
に
よ
る
選
任
を
経
ず
に
平
成
二
十
三

年
六
月
二
十
八
日
に
調
査
員
を
任
命
し
委
嘱
状
を
交
付
し
た
が
、同
年
七
月
二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
同
役
員
会
に
お
い
て
、

同
年
六
月
二
十
七
日
に
�
っ
て
同
役
員
会
に
お
い
て
調
査
員
の
選
任
を
行
っ
た
こ
と
と
す
る
旨
を
申
し
合
わ
せ
た
と
聞
い
て

い
る
。

一



三
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
し
て
、
「
教
科
書
採
択
の
在
り
方
の
改
善
に
つ
い
て

（
通
知
）
」
（
平
成
二
年
三
月
二
十
日
付
け
文
初
教
第
百
十
六
号
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知
。
以
下
「
平
成
二
年
通

知
」
と
い
う
。
）
を
発
出
し
、
「
教
職
員
の
投
票
に
よ
っ
て
採
択
教
科
書
が
決
定
さ
れ
る
等
採
択
権
者
の
責
任
が
不
明
確
に

な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
採
択
手
続
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
」
旨
、
指
導
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
し
て
、
「
平
成
二
十
四
年
度
使
用
教
科
書
の
採
択
に
つ

い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
二
十
三
年
四
月
七
日
付
け
二
十
三
文
科
初
第
五
十
号
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知
）
を

発
出
し
、
「
教
科
書
採
択
は
、
採
択
権
者
の
権
限
と
責
任
の
も
と
、
教
科
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
十
分
な
調
査
研
究
に
よ
っ

て
、
適
切
な
手
続
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
旨
、
指
導
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
義
務
教
育
諸
学
校

の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
。
以
下
「
無
償
措
置
法
」
と
い
う
。
）

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
採
択
地
区
に
お
け
る
協
議
に
お
い
て
も
、
当
該
指
導
を
踏
ま
え
十
分
な

調
査
研
究
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
は
採
択
地
区
内
の
各
市
町
村
教
育
委
員

二



会
の
合
意
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
採
択
地
区
協
議
会
の
委
員
の
氏
名
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会

教
育
長
に
対
し
て
、
平
成
二
年
通
知
を
発
出
し
、
「
採
択
地
区
に
お
け
る
採
択
地
区
協
議
会
等
の
委
員
名
に
つ
い
て
は
、
採

択
関
係
者
の
責
任
を
明
確
に
す
る
意
味
か
ら
も
、
各
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
で
き
る
だ
け
公
表
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し

い
。
な
お
、
公
表
す
る
場
合
に
は
、
採
択
の
公
正
確
保
の
観
点
か
ら
採
択
終
了
後
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」
旨
、
指

導
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
各
採
択
地
区
協
議
会
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
投
票
依
頼
」
に
関
す
る
一
連
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
六
号
は
、
教

育
委
員
会
が
管
理
し
執
行
す
る
事
務
と
し
て
、
「
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
お
り
、

三



公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
等
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
用
図
書
の
採
択
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団

体
の
教
育
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
無
償
措
置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
採
択

地
区
が
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
を
あ
わ
せ
た
地
域
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
採
択
地
区
内
の
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
中
学

校
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
用
図
書
に
つ
い
て
は
、
無
償
措
置
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
採
択
地
区
内
の

市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
協
議
し
て
種
目
ご
と
に
同
一
の
教
科
用
図
書
を
採
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
採

択
地
区
内
の
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
同
一
の
教
科
用
図
書
を
採
択
す

べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
八
重
山
採
択
地
区
協
議
会
の
規
約
の
改
正
に
係
る
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
当
該
規
約

の
改
正
に
つ
い
て
は
、
同
協
議
会
の
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
役
員
会
に
よ
る
再

協
議
の
結
果
」
を
ど
う
取
り
扱
う
か
に
つ
い
て
は
、
同
協
議
会
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
御
指
摘
の

「
規
約
に
定
め
ら
れ
た
協
議
会
に
よ
る
手
続
き
」
の
終
了
に
つ
い
て
は
、
同
協
議
会
の
規
約
に
基
づ
き
同
協
議
会
に
お
い
て

判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

四



九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
全
教
育
委
員
に
よ
る
協
議
」
（
以
下
「
全
員
協
議
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
石
垣
市
教
育
委
員
会
教
育

長
及
び
与
那
国
町
教
育
委
員
会
教
育
長
か
ら
文
部
科
学
大
臣
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
各
文
書
に
お
い
て
、
石
垣
市
教
育
委
員
会

及
び
与
那
国
町
教
育
委
員
会
は
、
全
員
協
議
に
お
い
て
教
科
用
図
書
の
採
択
に
関
す
る
協
議
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し

て
い
な
い
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
後
、
竹
富
町
教
育
委
員
会
委
員
長
か
ら
文
部
科
学
大
臣
及
び

文
部
科
学
省
教
科
書
課
長
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
文
書
並
び
に
そ
れ
に
添
付
さ
れ
た
石
垣
市
教
育
委
員
会
委
員
長
、
竹
富
町
教

育
委
員
会
委
員
長
及
び
与
那
国
町
教
育
委
員
会
委
員
長
の
連
名
の
文
部
科
学
大
臣
及
び
文
部
科
学
省
教
科
書
課
長
宛
て
の
文

書
に
お
い
て
、
全
員
協
議
に
お
け
る
協
議
に
よ
り
教
科
用
図
書
の
採
択
を
し
た
い
旨
の
要
請
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
全
員
協

議
に
お
い
て
無
償
措
置
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
各
教
育
委
員
会
が
合
意
し
て
い

た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
全
員
協
議
に
お
い
て
行
わ
れ
た
採
択
に
関
す
る
協
議
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に

当
た
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

無
償
措
置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
採
択
地
区
が
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
を
あ
わ
せ
た
地

五



域
で
あ
る
と
き
は
、当
該
採
択
地
区
内
の
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
用
図
書
に
つ
い
て
は
、

無
償
措
置
法
第
十
三
条
第
四
項
は
、
採
択
地
区
内
の
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
協
議
し
て
種
目
ご
と
に
同
一
の
教
科
用
図
書

を
採
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
協
議
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
採
択
地
区
内
の
各
市
町
村
教
育
委
員

会
の
合
意
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
に
対
し
て
、
無
償
措
置
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
八
重
山
採
択
地
区
内
の
各
市
町
教
育
委
員
会
の
合
意
が
必
要
で
あ
る
旨
を
伝
え
て
い
た
。

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
自
由
民
主
党
文
部
科
学
部
会
・
日
本
の
前
途
と
歴
史
教
育
を
考
え
る

議
員
の
会
合
同
会
議
に
お
い
て
、
自
由
民
主
党
文
部
科
学
部
会
よ
り
文
部
科
学
省
に
対
し
て
御
指
摘
の
よ
う
な
趣
旨
の
要
請

が
行
わ
れ
た
。

六


